
集合住宅・事業所等ＬＥＤ照明設置費補助金 

提出書類チェックリスト【事前申請時】 

 

 

 

 チェック                     提 出 書 類 

1 □ 集合住宅・事業所等ＬＥＤ照明設置費補助金交付申請書（第１号様式） 

2 □ 

建物部分の不動産登記事項証明書（３か月以内に発行された原本） 

※ 「登記情報提供サービス」を利用し、登記情報を印刷したものでは受付不可 

※ 分譲マンションの場合は、管理組合理事長の所有部分 

3 □ 
見積書の写し 

※ 機器設置に要する経費の内訳を記載したもの 

4 □ 設置予定の機器の形状、規格等が分かるパンフレットやカタログ等の写し 

5 □ 

交換ランプ一覧表（第２号様式） 

※ 「6 建物全体の平面図」および「7 設置工事着手前の現況カラー写真」と照合ができるよう、附 

 番すること。附番方法については、次頁を参照。 

6 □ 

建物全体の平面図 

※ 「5 交換ランプ一覧表（第２号様式）」および「7 設置工事着手前の現況カラー写真」と照合で 

 きるよう、附番すること。附番方法については、次頁を参照。 

7 □ 

設置工事着手前の現況カラー写真 

※ 詳しくは『集合住宅・事業所等 LED照明設置費補助金～申請用写真の注意事項～』参照 

□ 全ての工事予定箇所を漏れなく撮影している 

※ 集合住宅の共用廊下等、各フロアの構図が同じ箇所を工事する場合でも、省略はせず必ず全ての 

  箇所を撮影すること（写真をコピーして複数使用することも不可） 

□ 現況の器具が確認できるよう、明瞭に撮影されている 

※ カバーが付いている照明器具や口金にカバーがついている照明の場合、カバーを外した状態で撮 

  影すること ただし、当該器具を複数設置する場合は、同じ器具につき１箇所のみで構いません。 

また、発光しているものについては、明るさを調整するか電気を消して他のライトを当てるな 

 どして撮影すること 発光して不明瞭な場合は補助対象とならない） 

□ 工事を伴うランプのみの交換の場合、交換工事の経緯が分かる写真を完了報告時に提出すること 

 

 

 
次頁もあります。 

≪注意≫   この補助金は、工事着工前の事前申請が必要です。 

完了報告時に必要な書類を別紙に記載しております。 

必要書類をあらかじめご確認の上、ご申請ください。 



□ 「5 交換ランプ一覧表（第２号様式）」および「6 建物全体の平面図」と照合ができるよう、附番 

 すること 

※ 附番方法については、以下≪注意事項≫を参照    

※ 完了報告時に提出する、工事完了後のカラー写真の同じ場所に同じ番号等を振ること 

8 □ 

承諾書（第３号様式） 

※ 自己所有でない建物又は共有名義の建物に設置する場合のみ提出 

※ 建物所有者（共有名義の場合は、申請者以外の共有者）からのもの 

※ 分譲マンションの共有部分に設置する場合を除く 

9 □ 

令和 7年度住民税納税証明書又は非課税証明書 

※ 申請者が個人または個人事業主で、令和７年１月１日現在の住民登録地が足立区以外の場合のみ 

  提出 

10 □ 

氏名と住所が確認できる書類の写し（保険証等の身分証明書） 

※ 申請者が個人、個人事業主または分譲マンションの管理者等で住民登録地が足立区外の場合のみ 

  提出 

※ 住所が手書きの場合、居住する住居と同じであること 

11 □ 

法人の登記事項証明書（３か月以内に発行された原本） 

※ 申請者が法人の場合のみ提出 

※ 「登記情報提供サービス」を利用し、登記情報を印刷したものでは受付不可 

12 □ 
直近の法人住民税納税証明書 

※ 申請者が法人の場合のみ提出 

13 □ 
開業届や青色申告書、賃貸契約書等、事業内容が確認できる書面の写し 

※ 申請者が個人事業主の場合のみ提出 

（注）電気工事士の免許の写し・・・申請者が電気工事士の免許をもっており、自ら工事する場合は提出 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

≪注意事項≫ 
※上記提出書類チェックリスト「5」「6」「7」の附番方法 

「５ 交換ランプ一覧表（第２号様式）」の№1が複数ある場合、「６ 建物全体の平面図」および「７ 設置工 

 事着手前の現況カラー写真」には１‐１、１‐２と記載してください。      

  また、完了報告時にご提出いただく、「４ 設置工事後の完成カラー写真」にも同様に附番してください。 

 

※上記提出書類チェックリスト「7」について 

 写真サイズは小さくし過ぎず、「Ａ４サイズに８枚（概ね７センチ四方）程度」を目安に作成してください。 

写真が小さすぎる場合や対象機器が明確に写っていない場合、交換するランプや照明の口金の確認が難し 

い場合は、再提出をお願いする場合がございます。 


